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習志野市乳児等通園支援事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。 以下「法」という。）第６条の３

第２３項の乳児等通園支援事業（以下「乳児等通園支援事業」という。）の推進のため、予

算の範囲内で習志野市乳児等通園支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、習志野市補助金等交付規則（平成２０年習志野市規則第１２号。以下「交

付規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について（令和５年１

０月１２日こ成事第５２０号こども家庭庁長官通知）に定める乳児等通園支援事業実施事

業所改修費等に該当する事業とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、市内において乳児等通園支援事業を実施する者で、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

（１） 習志野市長より、習志野市乳児等通園支援事業実施要領（令和７年１０月２０日施行）

第４条第３項に規定する事前協議の結果に係る通知について、認可の見込みが有る

旨の通知を受けた者 

（２） 習志野市長より、習志野市乳児等通園支援事業実施要領第５条第３項に規定する

乳児等通園支援事業認可通知書の交付を受けた者 

（補助対象経費等） 

第４条 補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の交付は、１事業所につき１回に限る。 

（申請書） 

第５条 交付申請書の様式は、交付規則第５条第３項の規定により、習志野市乳児等通園支

援事業費補助金交付申請書（別記第１号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 習志野市乳児等通園支援事業費補助金額内訳書（別記第２号様式） 

（２） 補助対象事業の見積書及び見積額内訳明細書 

３ 第１項の規定による申請は、補助対象事業を実施した年度の末日までにしなければなら

ない。 

（交付の条件） 

第６条 交付規則第７条第１項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。 

（１） 補助対象事業の完了後の消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費

税及び地方消費税の仕入控除税額が発生したときは、当該仕入控除税額に相当する

額を返還すること。 

（２） 補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業
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の完了の日の属する年度の末日から５年間保管すること。 

（実績報告書） 

第７条 実績報告書の様式は、交付規則第１６条第２項の規定により、習志野市乳児等通園

支援事業費補助金実績報告書（別記第３号様式）によるものとする。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 習志野市乳児等通園支援事業費補助金額内訳書（別記第２号様式） 

（２） 補助対象事業が完了したことが分かる書類 

（３） 補助対象事業に係る費用の領収書 

３ 第１項の規定による報告は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに

しなければならない。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年１１月１日から施行する。 
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別表（第５条第１項） 

補助対象経費 
補助基準額 

（１事業所当たり） 
補助金の額 

工事請負費、原材料費、需用費

（燃料費、印刷製本費、光熱水費

及び修繕料）、役務費（通信運搬

費及び手数料）、委託料、使用料

及び賃借料（敷金を除く。）、備品

購入費、負担金並びに補助及び

交付金 

４，５２７，０００円 

補助対象経費の実支出額から

寄付金その他の収入額を控除

した額と補助基準額のいずれ

か低い方の額に４分の３を乗じ

て得た額（１，０００円未満切り

捨て） 

 


